三重からの発信　　「三重県桑名市での生活保護行政改善の取り組みから」　

～「餓死事件」を反省し、行政と一緒に生活保護研修と生活相談を行う～
南川久美子（障害者総合相談支援センター　あい　センター長）
１　桑名市で生活保護元・現受給者の「餓死」、孤独死が連続して発生
　桑名市（くわなし）は三重県北部の市です。人口約14万人（約5万４千世帯）。
愛知県と岐阜県に接し、蛤（はまぐり）料理に代表される食文化を有し、ナガシマスパーランド、多度大社、六華苑、東海道の七里の渡しなど、豊富な観光資源に恵まれた観光都市であり城下町です。また、名古屋から25km圏に位置し、名古屋駅まで電車30分以内で移動可能。名古屋のベッドタウンとして宅地開発が進んでいるほか、機械・金属系を中心とする工業都市です。
この桑名市で平成21年4月26日の夜、「餓死」事件が発生しました。桑名警察が自宅の布団の上でやせ細っていた男性の遺体を発見。その3ヶ月後の7月には、立て続けに2人の生活保護受給者の孤独死事件が発生しました。餓死、孤独死が４カ月の間に３件続いたことになります。桑名市の生活保護行政に対する不信感が表面化しました。
＜餓死事件の事実経過＞
・2008年、民生委員からの依頼があり、生活困窮により保護開始。「就労可能な年齢でもあり、求職活動を行うこと、不動産などの活用を図られるよう指導」した。

・2009年1月21日、1月分の保護費を受け取りに来なかった為家庭訪問。本人から、「仕事を見つけて働いている。今後はこれにより生計を立てる」と言われたため、生活保護を2009年1月1日付けで廃止(辞退届による廃止）。
・2009年2月、本人から「仕事が駄目になりそうだが再保護は可能だろうかという電話の知合わせがあり、仕事が駄目になったら相談に来ていただくように指示」したが、本人来ず。
・2009年5月26日、遺体で発見される。

＜市の見解＞
・「おおむねきちっとしていた」(伊勢新聞)とするとともに、辞退届の扱いについては「ご本人の意見を尊重するとともに、2月の電話にて再保護の相談を促しており、急迫する状態に至っていないという認識のもとに適切な措置を行った」「(辞退は)あくまで本人の意思に基づくもの」という見解でした。
２　「餓死事件」に関する市議会での質問、厚労省監査

（１）2009年6月議会での、市長、市当局の「餓死事件」に関する改善策の答弁

1 地域の事情に詳しい民生委員の連携強化

2 ライフラインの情報を保護行政に活用

3 保護の開始、廃止については対象者に十分配慮。電話でのやり取りについても記録として残す。

4 ケースワーカーの増員については人事当局に働き掛けている。

（２）2009年8月31日の厚生労働省監査の指摘

1 「生活が困窮することがないように就労状況の確認をすることなど指摘を受けた」

2 「廃止申請の書類で理由を自筆する形式になっていない点や、訪問方法などでも指摘を受け、通達に基づいて個々の生活水準に合わせた対応をするよう求められた。」

3 「生活保護の廃止の際には収入増加を確認した上で判断するよう指導された」

加えて、監査後直ちに市が改善した事項として、「辞退届の理由を自筆・自署に改める」、「廃止時の挙証事項確認」を行った。

３　餓死事件の調査に先立って市に質問
地元の市議が、生活保護問題対策全国会議(以下全国会議)に相談し、同会議とともに調査を行うことになりました。餓死事件から、いろいろな問題が浮かび上がり、全国会議は、調査をするために、桑名市長あてに、ヒヤリングの設定と質問事項を事前に送付しました。

＜全国会議の質問事項＞
　１　「餓死」された方の2009年1月1日付けの保護廃止について

（1） 廃止理由を教えてください。
（2） 生活保護辞退による廃止の場合、課長問答（第10の12-3）に基づく対応（辞退意思の任意性、自立の目途等）はされたのか。「辞退届」の提出はあったのか。「辞退届」の様式（書類）をお示しいただきたい（厚労省監査後の改訂版と改訂前のものとの両方）。「辞退届」による保護廃止は年間何件ほどあるのか。
（3） 2009年2月になくなられた方からの問い合わせがあった時に家庭訪問しなかったのはなぜか教えて下さい。
　２　亡くなられた方が保護利用中、どのような援助や指導をおこなわれたのか下記の点を中心に教えてください

（1） 就労指導について

（2） 病状把握、療養指導について

（3） 不動産の処分について

（4） その他

　３　厚労省監査について

（1） 厚労省から指導事項を教えてください（文書をお示しいただきたい）

（2） 市としての改善措置を教えてください。

＜追加の質問事項＞

　１　餓死事件について

（1） 同事件について貴市の総括文書をお示しください。
（2） 具体的改善措置について教えて下さい

　２　貴市の生活保護行政について
（1） 生活保護の実施について

（2） 具体的な運用について

  ３　生活保護ケースワーカーの配置状況
４　2009年10月8日、現地調査を行う
先日大型台風が接近し、調査の実施が危なく、ハラハラの幕開けでした。

地元の市議3名、弁護士、司法書士など7名、全国公的扶助研究会2名、マスコミ関係者など十数名で行われ、私も参加しました。
最初に、近隣の民生委員の方に事情を伺いました。亡くなった男性は、もともと安定した生活でないことから気にかけておられたようです。自宅は、市街地の路地を入った、隣をローカル線（北勢線）が時たまガタゴトと通る以外は閑散とした静かな場所でした。家は、狭く、屋根もたわみ、老朽化していました。亡くなったままの状態で、放置してありました。売却できるような物件ではありませんでした。自宅の視察で浮かび上がった疑問点などを整理し、午後の市との協議に臨みました。
　
５　市との協議

以下、市との協議での回答の抜粋です。
（１）保護廃止について、
廃止理由は、収入があることにより最低生活維持が可能と判断したから（本人の言葉を信じて）であり、本人からの辞退届によるものではない。
（２）保護期間中の援助・指導について、
　就労指導で､文書指導をした体調不良の報告は無く、検査をしていな　い。不動産の処分を検討するが､不適切であったのでやめた。

（３）厚生労働省の監査について、(省略)　＜市の改善措置＞
　　① 職員の能力向上（研修）。
　　② 適正な事務処理。
　　③ ケースワーカー､専門面接相談員の増員。
　　④ ライフラインを確認する。
　　⑤ 民生委員との情報の共有。
追加事項への回答もあり、最後に、ケースワーカーの配置状況について、増員２名とのことでした。活発な質疑応答があり、通達などに対する認識の甘さなどが指摘されました。

６　記者会見
その後、記者会見を行いました。
全国会議代表幹事の尾藤弁護士は、「保護を打ち切る前に住居の状態から考えて、資産の処分を迫る前に、まず雨漏り補修など住環境の改善等亡くなった方の生活の安定と環境を整えることが先決であったことは明らか。これらの措置がなにも講じられず、あまりにも簡単に保護打ち切りがおこなわれたことは重大な問題である。

辞退書を新たに改善した書面が提示されたが、こういうものを未だに残しておくこと自体が問題である。まず、生活実態をきちんと把握し、『自立支援プログラム』を立てて支援をしていくことや、廃止するには、ワーカー個人の独断的判断でなく、6箇月以上の、最低生活を上回る安定した生活ができるかどうかを確認したうえで会議でもって決定するべきで、市の対応には違法性があると厳しく批判するとともに「法律に基づいた行政が行われていない。職員は、基礎的な知識を身につけるための研修が必要」と厳しい口調で感想を述べられました。
　飯田寛・同市福祉総務課長は「指摘を真摯（しんし）に受け止め、職員研修などを開いて再発防止の取り組みを強めていきたい」と話されました。
７　市と全国会議の共催で、画期的な生活保護研修会、相談会の実施
全国会議、東海生活保護利用支援ネットワークから、市と共催で職員に実務研修を行うことを申し入れ、2009年12月12日(土)、第一回目の、生活保護の研修会・相談会が、桑名市と全国会議、東海生活保護利用支援ネットワーク(以下、東海支援ネット)が共催して行われました。行政との共催は全国でも例がなく、画期的なことです。
　当日は、研修会に先立ち、10月の調査に基づいて、桑名市に生活保護行政の改善を求める意見書が手渡されました。

　研修会には、行政関係者や議員を含む約120人が市内外から参加。研修では、吉永純・花園大学教授（全国公扶研副会長）が、生活保護率が先進国で際立って低い日本の実態を指摘して、生活保護の積極的運用を訴え、その原則や運用法を詳しく紹介しました。

　参加者からは「『役所に生活保護申請を拒否する権限はない』など、あらためて勉強になった」などの声が寄せられました。

　その後の相談会では、全国会議や東海支援ネットメンバーの弁護士や専門家と市職員が共同で相談者に応対。用意された七つのブースは、すぐいっぱいになりました。当日相談は8件あり、その場で保護申請を受理される人もいました。相談会後、参加した市の担当者と全国会議、東海支援ネット関係者が一堂に集まって、相談ケースすべての検証を行いました。
　この日のとりくみについて、桑名市の飯田寛・福祉総務課長は「（餓死事件では）厚労省の監査も受けており、職員のスキル（技能）アップを図らねばと思っています。研修・相談会は、そのいい機会」だと話し、同全国会議の尾藤廣喜代表幹事は「市がよく決断された。私たちの意見をまじめに受け止め、改善されようとしていることを評価したい」としています。

８　この4月にも、基礎から学ぶ生活保護研修会と桑名ワンストップサービス相談会実施
　半年後の2010年4月17日に第2回目の生活保護や雇用をテーマにした研修会（講師は、觜本郁・神戸公務員ボランティア）と、相談会を実施しました。今回も、桑名市と全国会議、東海支援ネットが共催となり行いました。相談会は、弁護士、司法書士などと、市やハローワークの担当者が一緒になって生活保護のほか、多重債務、住宅、仕事などワンストップであらゆる相談を受けました。
　研修会は100人の参加、当日相談は７件でした。支援者が同席されるケースもあり、時間をかけて丁寧に相談を受けました。相談会後、参加した市の担当者と全国会議、東海支援ネット関係者が一堂に集まって、相談ケースすべての検証を行いました。最後に前回相談会にて生活保護申請となったケースの報告を受け、相談会を終了しました。
　研修会、相談会は今後も継続していく予定となっています。

９　今後の課題
　調査段階から、2回行われた研修会・相談会を振り返って、非常に大きな成果があったと感じています。このような画期的な取り組みを継続し、発展していかなければならないと思います。この活動を、もっと周知し、支援の必要な方々に知っていただき、相談会に来ていただくことが大切です。その為の広報活動が今後の課題です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
